
  

 

 

 

 

令和７年第４回 
 

教育委員会臨時会 

会議録 
 

 
令和７年１１月６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育部 教育総務課 
 
 
 



  

様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称 令和７年第４回教育委員会臨時会 

開催日時 
令和７年１１月６日（木） 

開会時刻午後２時００分 閉会時刻午後２時１３分 

開催場所 朝霞市役所 全員協議会室 

出席者の職・氏名 別紙のとおり 

欠席者の職・氏名 別紙のとおり 

議題 

 

 

別紙のとおり 

 

会議資料 別紙のとおり 

会議録の作成方針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 出席者全員による確認 

 

傍聴者の数 ０人 

その他の必要事項 

 

 一部非公開 
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令和７年第４回 

教育委員会臨時会 

令 和 ７ 年 １ １ 月 ６ 日 (木 ） 

午 後 ２ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 後 ２ 時 １ ３ 分 ま で 

朝 霞 市 役 所 全 員 協 議 会 室 

１  開 会 宣 言 

２  会 議 録 署 名 委 員 の 指 名 

３  教 育 長 の 報 告 

４  そ の 他 

５  市長からの意見聴 取 

６  閉 会 宣 言 

 

出席者 

  教 育 委 員 会 教 育 長              二 見 隆 久 

  教育委員会教育長職務代理者                            平 木 倫 子 

 教 育 委 員 会 委 員                            髙 橋 松 久 

  教 育 委 員 会 委 員                            森 島 史 枝 

 教 育 委 員 会 委 員                            上 野 正 道 

 

説明のための出席者 

  学 校 教 育 部 長 福 士 昌 三 

  生 涯 学 習 部 長 奥 山 雄三郎 

  学校教育部次長兼教育総務課長 関 口 豊 樹 

  教 育 管 理 課 長 横 瀬 修 克 

  学 校 給 食 課 長 星 加 敏 昭 

  文 化 財 課 長 藤 原 真 吾 

  中 央 公 民 館 長               大 瀧 一 彦 

  教 育 指 導 課 長 補 佐 蛯 原 康 平 

   

事務局 

  教育総務課主幹兼課長補佐                            河 本 幸 雄 

  教 育 総 務 課 教 育 総 務 係 長                            佐 藤   卓 

  教 育 総 務 課 主 任                            馬見塚 由 子 
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欠席者 

   生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長                              堀 川 政 昭 

     教 育 指 導 課 長                             手 島 牧 子 

   図 書 館 長                             増 田   潔 

     

 

（会議議題） 

◎ 教育長報告事項 

①専決処理について （朝霞市教育委員会表彰の被表彰決定者を修正することについて） 

 

◎ 市長からの意見聴取 

議案第６５号 第６次朝霞市総合計画基本構想について 

議案第６６号 令和７年度（２０２５年度）朝霞市一般会計補正予算（第３号）〈教育委員会関係分〉について 

議案第６７号 朝霞市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第６８号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

（資料一覧） 

令和７年第４回教育委員会臨時会日程 

朝霞市教育委員会表彰の被表彰決定者を修正することについて 

第６次朝霞市総合計画基本構想について 

令和７年度（２０２５年度）朝霞市一般会計補正予算（第３号）〈教育委員会関係分〉について 

朝霞市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条

例 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

◎１ 開会宣言 

○二見教育長 

ただいまから令和７年第４回朝霞市教育委員会臨時会を開きます。 

                                             

◎２ 会議録署名委員の指名 

○二見教育長 

初めに、会議録署名委員の指名を行います。本日開催の会議における会議録の署名につきまし

ては、髙橋委員にお願いしたいと存じます。 

次に、本日の議事でございますが、教育長報告事項が１件、市長からの意見聴取が４件でござ

います。 

なお、本日の議案につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第６項に

該当するものはございませんでした。 

ここで議事を非公開とすることについて発議させていただきます。 

議案第６５号から第６８号の「市長からの意見聴取」につきましては、市議会提出前の検討中

の内容であることから、朝霞市情報公開条例第７条第１項第４号に規定する非公開情報に該当い

たします。 

非公開情報につきましては、市政の情報提供及び審議会等の会議開催・公開に関する指針第８

条第１項により、会議を非公開とすることができることになっております。 

従いまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項に基づき、議事を非公

開とすることを御提案します。 

また、議案第６５号から第６８号につきましては、市長から市議会に議案が提出され、公開で

きる時期になりましたら、資料及び会議録を公開することとしてよろしいか、併せて伺います。 

なお、会議を非公開にするのは、非公開の発議を出席者の３分の２以上の多数で議決した場合

でございます。 

これより、採決いたします。 

議案第６５号から第６８号につきまして、議事を非公開とすること、また、資料及び会議録を

所定の時期に公開することに賛成の者の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

挙手総員です。 

よって、議案第６５号から第６８号につきましては、議事の最後に非公開で行うこととし、ま

た、資料及び会議録を所定の時期に公開することに決します。 

                                             

◎３ 教育長の報告 
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○二見教育長 

それでは、教育長の報告に入ります。 

教育長報告事項１点目につきまして、説明をお願いします。 

学校教育部長。 

○説明員・福士学校教育部長 

専決処理の状況につきまして御報告申し上げます。 

令和７年第９回教育委員会定例会で議決された朝霞市教育委員会表彰の被表彰者を決定するこ

とについて、被表彰決定者数に誤りがあり、緊急に修正する必要があるため、専決処理いたしま

したので、ここに御報告申し上げます。 

以上でございます。 

○二見教育長  

ただいまの報告について、御質問等はございませんか。 

  質問がありませんので、これで教育長の報告を終わります。 

                                              

◎４ その他 

〇二見教育長 

  次に、その他として事務局又は委員の皆様から何かございますか。 

ないようですので、その他を終了します。 

この際、暫時休憩といたします。これからの会議を非公開といたします。 

                                              

暫時休憩 

                                              

◎５ 市長からの意見聴取 議案第６５ 第６次朝霞市総合計画基本構想について 

〇二見教育長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  はじめに、「議案第６５号 第６次朝霞市総合計画基本構想について」を議題とします。提案理

由の説明をお願いします。 

学校教育部長。 

○説明員・福士学校教育部長 

議案第６５号「第６次朝霞市総合計画基本構想について」提案理由の説明を申し上げます。 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見

を求められたものでございます。 

  本市は、平成２８年に令和７年度を目標年度とする第５次朝霞市総合計画を策定し、各種の施

策を推進してきたところでございますが、令和７年度をもって計画期間が終了することから、朝

霞市総合計画条例第４条の規定に基づき、本案を提出するものでございます。 
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本構想を策定するに当たりましては、市民意識調査や分野別市民懇談会により、市民の参加に 

努めたほか、朝霞市総合計画審議会を令和５年８月に設置し、１５回の慎重な御審議をいただ

き、本年１０月８日に答申をいただきました。 

本構想は、将来像に「だれもが誇れる 暮らしつづけたいまち 朝霞」を掲げ、「将来像実現の

ための基本方向」と「共通理念」で構成しております。 

今後、市議会をはじめ市民の皆様の御理解、御協力を得て、本構想の実現に向けて、全力で努

力してまいる所存でございます。 

よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げます。 

〇二見教育長 

  それでは、本議案についての質疑をお願いします。 

よろしいでしょうか。ないようですので、質疑を終結します。 

これより、採決いたします。「議案第６５号」に同意することについて、賛成の者の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

挙手総員です。 

よって、「議案第６５号」については、同意することといたします。 

                                                                                           

◎５ 市長からの意見聴取 議案第６６号 令和７年度（２０２５年度）朝霞市一般会計補正予算

（第３号）〈教育委員会関係分〉について 

 
〇二見教育長 

次に、議案第６６号「令和７年度（２０２５年度）朝霞市一般会計補正予算（第３号）〈教育委

員会関係分〉について」を議題とします。提案理由の説明をお願いします。 

学校教育部長。 

○説明員・福士学校教育部長 

議案第６６号「令和７年度（２０２５年度）朝霞市一般会計補正予算（第３号）＜教育委員会

関係分＞について」の提案理由の説明を申し上げます。 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見

を求められたものでございます。 

今回の補正予算について、まず歳入でございますが、国庫支出金は、小学校費補助金１２５万

７，０００円を計上しております。また、寄附金は、新たに教育費寄附金を計上することによ

り、８０万円増額しております。 

続いて、歳出につきまして、主な事業を申し上げます。 

職員人件費につきましては、職員等の給与改定及び人事異動等に伴う補正額を計上しておりま

す。 

また、新たに東朝霞公民館施設改修工事を計上するほか、小学校の通級指導教室整備に係る校
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用器具購入費や校舎改修工事を増額することなどにより、７，７３７万３，０００円増額してお

ります。よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げます。 

〇二見教育長  

それでは、議案第６６号についての質疑をお願いします。 

よろしいですか。質疑がないようですので、質疑を終結します。 

これより、採決いたします。「議案第６６号」に同意することについて、賛成の者の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

挙手総員です。 

よって、「議案第６６号」については、同意することといたします。 

                                                                                           

◎５ 市長からの意見聴取 議案第６７号 朝霞市職員の給与に関する条例等の一部を改正する 

条例 

 
〇二見教育長 

次に、「議案第６７号 朝霞市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を議題としま

す。提案理由の説明をお願いします。 

学校教育部長。 

○説明員・福士学校教育部長 

議案第６７号「朝霞市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の提案理由の説明を

申し上げます。 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見

を求められたものでございます。 

改正内容につきましては、令和７年８月７日に行われた人事院勧告の趣旨を踏まえ、行政職の

職員の給料を平均で３．３０２パーセント、金額で１０，７９１円引き上げるとともに、令和７

年１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ０．０２５か月分引上げ、令和８年度

以降の期末手当及び勤勉手当の６月期と１２月期の支給月数を改め、通勤手当については、自転

車使用者のうち、１０キロメートル以上の距離区分について、２００円引き上げるとともに、自

動車等使用者のうち、１５キロメートル以上の距離区分について、４００円から７，１００円の

幅で引上げ、職員の職名について、「専門員」を「副主幹」に改めるものでございます。 

なお、これらの改正のうち、給料、通勤手当及び令和７年１２月期の期末手当及び勤勉手当の

支給月数につきましては公布の日から、令和８年度以降の期末手当及び勤勉手当の期別の支給月

数、並びに職名の変更につきましては、令和８年４月１日から施行したいと考えております 

よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げます。 

〇二見教育長   
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それでは、議案第６７号についての質疑をお願いします。質疑はありませんか。 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

これより、採決いたします。「議案第６７号」に同意することについて、賛成の者の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

挙手総員です。 

よって、「議案第６７号」については、同意することといたします。 

                                                                                            

◎５ 市長からの意見聴取 議案第６８号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び 

教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

〇二見教育長 

次に、「議案第６８号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に

関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。提案理由の説明をお願いします。 

学校教育部長。 

○説明員・福士学校教育部長 

議案第６８号「市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する

条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明を申し上げます。 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見

を求められたものでございます。 

改正内容につきましては、朝霞市職員の給与に関する条例において通勤手当及び期末・勤勉手

当の引上げに係る議案を提出していることを踏まえ、市長、副市長及び教育長の給与において、

通勤手当を新設するとともに、期末手当について、令和７年１２月期の支給月数を０．０５か月

分引上げ、令和８年度以降につきましては、６月期と１２月期の支給月数を改めるものでござい

ます。 

なお、これらの改正のうち、令和７年１２月期の期末手当の支給月数につきましては公布の日

から、通勤手当の新設及び令和８年度以降の期末手当の期別の支給月数につきましては令和８年

４月１日から施行したいと考えております。 

よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げます。 

〇二見教育長 

それでは、議案第６８号についての質疑をお願いします。質疑はありませんか。 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

これより、採決いたします。「議案第６８号」に同意することについて、賛成の者の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 
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挙手総員です。 

よって、「議案第６８号」については、同意することといたします。 

 
                                               

◎６ 閉会宣言 

〇二見教育長 

  ここで、会議の非公開を解きます。 

以上で、本日の議事は全て終わりました。 

これをもちまして、令和７年第４回朝霞市教育委員会臨時会を終わります。 

本日はお疲れ様でございました。 

 

 

 

 


